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空
き
家
や
所
有
者
不
明
の
土
地
の
増
加
を
抑
え
る
対
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
関
連
対
策
。

　
2
0
2
1
年
4
月
に
成
立
し
た
法

律
で
、
相
続
等
に
よ
っ
て
土
地
の
所

有
権
を
取
得
し
た
者
が
、
法
務
大
臣

の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
土
地
の
所

有
権
を
手
放
し
て
、
国
庫
に
帰
属
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
令
和
3
年
12
月
14
日
の
閣
議
に
お

い
て
、
施
行
日
が
2
0
2
3
年
4
月

に
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
簡

単
に
言
う
と
「
相
続
し
た
不
要
な
土

地
の
所
有
権
を
国
に
返
す
こ
と
が
で

き
る
制
度
」
で
す
。

　
今
ま
で
は
相
続
放
棄
な
ど
で
行
わ

れ
て
き
た
制
度
を
よ
り
簡
単
に
可
能

に
す
る
制
度
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
国
土
交
通
省
が
空
き
家
所
有

世
帯
を
対
象
に
物
件
の
取
得
方
法
を

調
査
し
た
結
果
「
相
続
」
と
の
回
答

が
54
・
6
％
と
過
半
数
を
占
め
た
事

か
ら
始
ま
り
、
こ
の
制
度
の
特
徴
は

申
請
で
き
る
対
象
者
が
幅
広
い
こ
と

で
、
し
か
も
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
が
出
来
、
例
え
ば
50
年
前
に
相
続

し
た
場
合
で
も
利
用
で
き
る
こ
と
で

す
。
ま
た
、
相
続
に
伴
っ
て
不
動
産

2
0
2
1
年
に
成
立
し
た
不
要
な
相
続
土
地
の
所
有
権
を
国
に
移
転
で
き
る
制
度
！

「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」と

は
、ど
ん
な
制
度
な
の
か
！

土
地
の
所
有
者
が
、自
ら
が
買
い

取
っ
た
土
地
で
な
い
こ
と
。

が
共
同
し
て
あ
る
土
地
を
購
入
し

ま
し
た
が
ほ
ど
な
く
し
て
、
A
が

死
亡
し
、
そ
の
土
地
の
持
分
は
相

続
人
で
あ
る
C
が
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。
A
の
相
続
を
機
に
、
B
と
C

は
共
同
し
て
所
有
権
を
国
庫
に
帰

属
さ
せ
る
た
め
の
申
請
を
行
う
こ

と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
場
合
、
B
の
取
得
原
因
は
相

続
等
以
外
（
売
買
）
で
す
が
、
相

続
等
で
取
得
し
た
C
と
共
同
し
て

申
請
を
す
る
た
め
、
B
に
つ
い
て

も
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う

わ
け
で
す
。
要
件
は
簡
単
に
ま
と

め
る
と
「
抵
当
権
等
の
設
定
や
争

い
が
な
く
、
建
物
も
な
い
更
地
」

﹁
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
﹂が
始
ま
る
？

次
に
上
げ
る
10
項
目
の
い
ず
れ

該
当
し
な
い
こ
と
が
要
件
で
す
。
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と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

通
常
の
管
理
や
維
持
に
必
要
以
上
の

費
用
や
労
力
が
か
か
る
面
倒
な
土
地

は
お
断
り
と
い
う
わ
け
で
す
。

①
建
物
が
あ
る
土
地

②
担
保
権
ま
た
は
使
用
及
び
収
益
を

　
目
的
と
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
て

　
い
る
土
地

③
通
路
な
ど
他
人
に
よ
っ
て
使
用
さ

　
れ
て
い
る
土
地

④
土
壌
汚
染
対
策
法
に
規
定
す
る
特

　
定
有
害
物
質
で
汚
染
さ
れ
て
い
る

　
土
地

⑤
境
界
が
あ
き
ら
か
で
な
い
土
地
、

　
そ
の
他
所
有
権
の
存
否
、
帰
属
や

　
範
囲
に
争
い
の
あ
る
土
地

⑥
崖
の
あ
る
土
地
な
ど
、
通
常
の
管

　
理
に
あ
た
り
過
分
の
費
用
又
は
労

　
力
を
要
す
る
土
地

⑦
工
作
物
や
樹
木
、
車
両
な
ど
が
地

　
上
に
あ
る
土
地

⑧
除
去
が
必
要
な
も
の
が
地
下
に
あ

　
る
土
地

⑨
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
な
ど
と

　
争
訟
を
し
な
け
れ
ば
使
え
な
い
土

　
地

⑩
そ
の
他
、
管
理
や
処
分
を
す
る
に

　
あ
た
り
過
分
の
費
用
又
は
労
力
が

　
か
か
る
土
地

「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
法
」に
伴
う

費
用
・
審
査
手
数
料
は
？

　
審
査
手
数
料
に
つ
い
て
、
詳
し
い

こ
と
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
実
際
に
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、

10
年
分
の
土
地
管
理
費
用
相
当
額
の

負
担
金
の
納
入
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
の
負
担
金
は
、
土
地
の
地
目
や
面

積
、
周
辺
の
環
境
な
ど
、
実
情
に
応

じ
て
算
出
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

詳
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
参
考
ま
で
に
現
状
の
国
有
地
の
標

準
的
な
管
理
費
用
（
10
年
分
）
は
、

以
下
の
通
り
で
す
。

・
市
街
地
2
0
0
㎡
の
宅
地
：
約
80

　
万
円

・
粗
放
的
な
管
理
で
足
り
る
原
野
：

　
約
20
万
円

　
管
理
費
用
に
は
、
柵
や
看
板
を
設

置
す
る
た
め
の
費
用
、
草
刈
り
や
巡

回
の
た
め
の
費
用
が
含
ま
れ
い
ま
す
。

　
具
体
的
な
手
続
き
の
流
れ
に
つ
い

て
は
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
要
件
を
全

て
満
た
し
て
い
た
場
合
、
法
務
大
臣

か
ら
承
認
の
通
知
が
さ
れ
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
以
下
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
申
請
は
却
下
さ
れ
ま
す
。

・
承
認
申
請
の
権
限
の
な
い
人
か
ら

　
の
申
請
の
場
合

・
要
件
に
該
当
し
な
い
土
地
、
申
請

　
書
や
添
付
書
類
、
負
担
金
の
規
定

　
に
違
反
し
て
い
る
場
合

・
事
実
の
調
査
に
協
力
し
な
い
場
合

　
承
認
の
通
知
を
受
け
て
か
ら
30
日

以
内
に
納
入
し
な
い
場
合
に
は
、
承

認
の
効
力
は
失
わ
れ
ま
す
の
で
、
注

意
が
必
要
で
す
。

﹇
国
庫
帰
属
﹈

土
地
の
所
有
権
は
、
申
請
者
が
負
担

金
を
納
付
し
た
時
点
で
国
庫
に
移
転

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

﹇
承
認
の
取
消
・
損
害
賠
償
請
求
﹈

申
請
の
内
容
に
偽
り
が
あ
っ
た
場
合

や
、
不
正
を
し
た
場
合
に
は
、
当
然

に
承
認
は
取
り
消
さ
れ
ま
す
。

　
来
年
春
か
ら
開
始
さ
れ
る
「
相
続

土
地
国
庫
帰
属
法
」
の
開
始
で
、
よ

う
や
く
遅
れ
て
い
た
放
棄
住
宅
や
放

棄
土
地
問
題
も
着
々
と
解
決
に
向

か
っ
て
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
長
ら

く
皆
様
を
悩
ま
せ
た
、
木
材
の
高
騰

も
平
常
値
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

低
金
利
時
代
も
本
年
で
終
了
す
る
気

配
が
濃
厚
で
す
。
も
し
も
新
築
計
画

を
お
持
ち
で
し
た
ら
、
早
め
に
松
下

孝
建
設
に
ご
相
談
下
さ
い
。
今
な
ら

ま
だ
、
手
立
て
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

の
所
有
者
名
義
を
被
相
続
人
か
ら

相
続
人
に
書
き
換
え
る
「
相
続
登

記
」
を
す
ま
せ
て
い
な
く
て
も
申

請
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
こ

の
場
合
は
、
申
請
時
に
相
続
を
証

明
す
る
書
類
の
添
付
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

　
制
度
の
利
用
は
相
続
又
は
遺
贈

（
相
続
人
に
対
す
る
遺
贈
に
限

る
）
に
よ
り
そ
の
土
地
の
所
有
権

を
取
得
し
た
人
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
売
買
な
ど
で
自
ら
積

極
的
に
取
得
し
た
土
地
に
つ
い
て

は
、
こ
の
制
度
の
対
象
外
で
す
。

　
土
地
を
数
人
で
共
有
し
て
所
有

し
て
い
る
場
合
に
は
、
共
有
者
の

全
員
が
共
同
し
て
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
共
有
の
場
合
、
所

有
者
の
中
に
は
、
相
続
等
以
外
の

原
因
で
そ
の
持
分
を
取
得
し
た
人

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
に
は
、
相
続
等
に

よ
り
持
分
を
取
得
し
た
人
と
共
同

す
れ
ば
、
こ
の
申
請
を
行
う
こ
と

が
可
能
で
す
。
例
え
ば
、
A
と
B

■空き家となった住宅の取得方法

■相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

4.0%
3.3%

5.3%

18.8%

14.0%

54.6％
相続

その他
贈与

新築住宅の購入

中古住宅
の購入

新築･建替

申
請
手
数
料
納
付

法
務
局
に
申
請

基
本
的
に
実
地
調
査

法
務
局
が
審
査

国
庫
に
帰
属

申
請
受
付
開
始

23
年
27
日
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□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
　資料等をお送り致します。 0120 -079 -089

大小路町

御陵下

薩摩川内市
中郷1丁目34-13

松下孝建設『街並みProject』
薩摩川内市で人気のある、『一部２階建て』
と『スキップフロアのある平屋建て』そのど
ちらのプランも反映できる区画割り。１つの
住宅メーカーだから実現できるお互いの窓の
位置や、採光・通風を考慮して設計できる松
下孝建設の分譲地は、外観も整った美しい街
並みの形成も魅力の一つです。土地・建物を
松下孝建設が販売・建築しますので余計な経
費を抑えて総予算を迎える事ができます。

鹿児島の気候に適した高気密・高断熱と「循環空調」システムの「和」
をイメージしたモデルハウス第二弾です。一般家庭用のリビングサイズ
のエアコンで室内空間のすべてが温度差なく、一年中を快適に過ごせま
す。
高性能樹脂サッシと24時間計画換気で、結露の発生を防ぎ、家族の健
康と住宅の高耐久性を実現しました。
ZEH基準を標準クリアした外皮性能とハウス・オブ・ザ・イヤー2013
で大賞を受賞した公的にも認められた施工技術の粋。外装、内装共にこ
れまでの松下孝建設とは少し違う趣を感じてください。

薩摩川内市 新モデルハウス 好評公開中！ 粋空間
プロジェクト

SU I

鹿児島市 和楽Ⅱ展示場 好評公開中！ 粋空間
プロジェクト

SU I

相続?
立替?

購入?

負
担
金
は
10
年
分
の

管
理
費
相
当
額

申
請
者
負
担
金
納
付


